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富山市国土強靱化地域計画の改定の方針（ 案）  

 

Ⅰ 改定の考え方 

 

（ １ ） 次期計画については、 現行計画を基本と し つつ、 下記の考え方に基づき 見直し を 行う 。  

（ ２ ） 国・ 県の改定内容、 近年の災害状況、 有識者会議での意見等を踏まえた内容と する。  

（ ３ ） 主な改定ポイ ン ト は次のと おり と する。  

① 近年の災害から の教訓を 踏まえた対応を 反映［ Ⅱ2  富山市の地域特性と 想定さ れる災害リ スク ］  

② リ スク シナリ オを ３ 項目追加［ Ⅲ4  リ スク シナリ オ］  

③ 取り 組むべき 施策分野のう ち、 横断的分野に「 人材育成・ 防災教育」「 官民連携・ 広域連

携」 を 追加し 、 各横断的分野の推進方針を 明確化［ Ⅲ5  取り 組むべき 施策分野と 推進方針］  

④ デジタ ル技術の活用の考え方等を 明記［ Ⅲ5  取り 組むべき 施策分野と 推進方針］  

⑤ 行政、 市民、 民間事業者等の役割について整理［ Ⅲ5  取り 組むべき 施策分野と 推進方針］  

 （ ４ ） 市民の災害に対する危機意識の向上を 図る ため、 近年の気候変動や大規模災害の発生状況

等を 、 写真やグラ フ を 用いて掲載する。  

 

Ⅱ 改定内容（ 骨子案）： 前段 

 

１  策定の背景・ 位置づけ 

○ 富山市の強靭化を 一層推進するため、 基本法に基づく 富山市国土強靭化地域計画を策定 

○ 基本計画及び県計画と の調和、 第２ 次富山市総合計画等と の整合を図る 

○ いかなる事態が発生し よう と も 最悪の事態に陥るこ と を 避けるべく 、 行政機能や地域社会・

経済など、 都市全体と し ての強靭化施策の指針と なるも の 

○ 計画期間は、 令和４ 年（ 2 0 2 2 ） 年度から 概ね 5 年間 

 

２  富山市の地域特性と 想定さ れる災害リ スク  

２ －１  本市の地域特性 

・ 二大河川、 呉羽山、 立山カ ルデラ 、 富山湾、 森林（ 市域の７ 割） 等 

・ 平均気温の上昇傾向、 平均降水量の上昇傾向 

 

２ －２  想定さ れる災害リ スク  

（ １ ） 地震 

・ 本市で想定さ れる最大ク ラ スの地震は、呉羽山断層帯を震源と する地震（ マグニチュ ード 7 .2 、

震度６ 強以上） で、 死者・ 負傷者は約１ 万人、 全壊棟数は約 3 万棟と 想定さ れている。  

・ 二大河川の橋梁が損壊し た場合には、 市域が分断さ れ、 避難や救急・ 救助活動、 食料等の物資

輸送が滞るリ スク が想定さ れる。  

 
［ 凡例］ 赤字 ＝ 今回追記・ 修正し た内容  



2  

（ ２ ） 水害 

・ 神通川、 常願寺川は、 概ね 1 5 0 年（ 井田川、 熊野川は概ね 1 0 0 年） に 1 回程度起こ る大雨

にも 耐え得る堤防、ダム等の治水施設の整備が進めら れているが、整備の途上段階にある現在、

そのよう な大雨に見舞われた場合、 堤防から の越水や破堤等が生じ 、 大き な被害を 受けるこ と

が想定さ れる。  

 また、 今後は、 気候変動に伴う 降雨量の増加などにより 、 洪水等の発生頻度が増加するこ と

が想定さ れる。  

（ ３ ） 土砂災害 

・ 中山間地において、 土砂災害警戒区域、 山地災害危険地区に指定さ れたエリ アや盛土造成さ れ

た箇所が分布し 、 こ れら の傾斜地やがけ下に近接し た住宅等の建物や道路等が多く 見ら れ、 地

震に伴う がけ崩れ、 大雨に伴う 土石流などによる大き な被害を 受けるこ と が想定さ れる。  

また、 今後は、 気候変動に伴う 降雨量の増加などにより 、 傾斜地のがけ崩れや地すべり 等の

土砂災害の発生頻度が増加するこ と が想定さ れる。  

（ ４ ） 雪害 

・ 積雪・ 降雪により 、 道路を はじ めと し て各種の交通に支障を 来すこ と や家屋等の損壊被害の発

生が想定さ れる。 さ ら に山間部にあっ ては、 雪崩の発生も 危惧さ れ、 人家の被害や孤立集落が

発生するリ スク が想定さ れる。  

（ ５ ） 津波 

・ 本市で想定さ れる最大ク ラ スの津波は、 発生原因と なる３ つの断層（ 糸魚川沖、 富山湾西側、

呉羽山断層帯） 別に建物倒壊、 死傷者の被害が想定さ れる。  

（ ６ ） 他地域での大規模な地震災害 

○南海ト ラ フ 巨大地震 

・ 南海ト ラ フ 巨大地震はマグニチュ ード ８ ～９ ク ラ スで３ ０ 年以内の発生確立は７ ０ ～８ ０ ％程

度と 、 地震発生の切迫性が高まっ ている こ と が指摘さ れている。 富山県においても 、 震度４

から 震度５ 弱の揺れが発生する。  

○首都直下地震 

・ 首都圏においてマグニチュ ード ７ ク ラ スの直下型地震が今後１ ０ ０ ～３ ０ ０ 年程度の間に数回

発生するこ と が予想さ れている。  

 

 

 

 

２ －３  災害リ スク を高める社会的リ スク  

○人口減少と 少子高齢化による財政力、 地域防災力の低下 

・ 財政力の低下により 、 都市防災施設の整備や社会イ ンフ ラ の災害対策の遅れ・ 日常的な維持管

理にも 悪影響が懸念さ れる。  

・ 地域コ ミ ュ ニティ が衰退し 、 水防団や自主防災組織の組織率の低下、 活動力の低下を 招き 、 地

域住民の自助・ 共助による地域防災力を低下さ せる。  

○社会資本スト ッ ク の老朽化による安全性の低下 

・ 財政力の低下により 都市防災施設の更新や維持管理が困難になり 、市民生活の安全性の低下や、

円滑な社会活動への悪影響などが懸念さ れる。  

最終案では、 上記に加え、 最新情報と し て「 誘発地震の可能性」 や「 近県や災害が少ないと さ れる

地域で発生し た近年の大規模災害」、「 国内外の気象災害等の激甚化・ 頻発化」 について記載。  
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Ⅲ 改定内容（ 骨子案）： 本編 

１  目指すべき 将来像 

○ 社会・ 経済的なリ スク にも 対応し ながら 、 平常時から 大規模自然災害に対する 備えを 充実さ

せる。  

○ いかなる自然災害等が発生し よう と も 、 最悪な事態に陥る事を 避け、 市民の生命や財産を 守

り 、 都市活動を 維持し 、 迅速な復旧復興が可能と なる強靭で回復力のある安心・ 安全なまち

を 目指す。                                            

○ コ ンパク ト シティ 政策を 核と し た持続可能なまちづく り を 推進し 、 必要な都市機能の充実、

地域コ ミ ュ ニティ の維持・ 活性化を 図る と と も に、 官民の多様な主体が連携し 、 都市全体の

強靭化を 目指す。  

 

２  基本目標 

国土強靭化を 推進するため、 以下の４ つの目標を設定 

１ ． 市民の人命保護が最大限図ら れるこ と  

２ ． 都市活動を支えるイ ンフ ラ など重要な機能が致命的な障害を受けず維持さ れるこ と  

３ . 市民の財産及び市民生活を 支える公共施設に係る被害の最小化が図ら れるこ と  

４ . 迅速な復旧復興が図ら れるこ と  

 

 

３  事前に備えるべき 目標 

想定する大規模自然災害に対し 、 国及び県の強靭化計画における 目標と の調和を 図り 、 以下の

5 項目の「 事前に備えるべき 目標」 を 設定する。 こ の目標を達成するため、 デジタ ル技術（ ICT、

IoT、 A I 等） やデータ を活用するこ と で、 災害対策を 効果的・ 効率的に推進する。  

 

1 . 大規模自然災害が発生し たと き でも 人命の保護が最大限図ら れ、 深刻な事態を 招く 複合災

害・ 二次災害は発生さ せない 

2 . 大規模自然災害発生直後から 救助・ 救急、 医療活動等が迅速に行われると と も に、 被災者

等の健康・ 避難生活環境を 確保する 

3 . 大規模自然災害発生直後から 必要不可欠な行政機能は確保する 

4 . 大規模自然災害発生後であっ ても 、 生活・ 経済活動に必要最低限の情報通信、 電気、 ガス、

上下水道、 燃料、 交通ネッ ト ワーク 等を確保、 早期復旧すると と も に、 経済活動を 維持する 

5 . 大規模自然災害発生後であっ ても 、 地域社会・ 経済が迅速かつ従前より 強靱な姿で復興で

き る条件を整備する 

 

  

［ 凡例］ 赤字 ＝ 今回追記・ 修正し た内容  グレ ー ＝ 表記の位置を変更し たも の。  
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４  起き てはなら ない最悪の事態（ リ スク シナリ オ）  

事前に備えるべき 目標に対し 、 本市の地域特性や災害リ スク を考慮し つつ、 以下の 1 ６ 項

目を設定 ※現行計画は１ ３ 項目。  

1 . 大規模自然災害が発生し たと き でも 人命の保護が最大限図ら れ、 深刻な事態を 招く 複合災

害・ 二次災害は発生さ せない 

 

1 -1  建物・ 交通施設等の損壊や市街地での火災による死傷者の発生 

1 -2  
台風や集中豪雨、 津波等による広域かつ長期的な市街地等の浸水による 死傷者の発

生 

1 -3  
大規模な火山噴火・ 土砂災害（ 深層崩壊） 、 防災施設等の損壊・ 機能不全等による多

数の死傷者の発生 

1 -4  情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生 

1 -5  暴風雪や豪雪等に伴う 死傷者の発生  

2 . 大規模自然災害発生直後から 救助・ 救急、 医療活動等が迅速に行われると と も に、 被災者

等の健康・ 避難生活環境を 確保する 

 

2 -1  
被災地での食料・ 飲料水・ 電力・ 燃料等、 生命に関わる物資・ エネルギー供給の長期

停止 

2 -2  多数かつ長期にわたる 孤立集落等の同時発生 

2 -3  
消防、医療施設及び関係者の絶対的不足・ 被災、エネルギー供給や支援ルート の途絶

による医療機能の麻痺 

 2 -4  被災地や避難生活における感染症の大規模発生や多数の被災者の健康状態の悪化 

3 . 大規模自然災害発生直後から 必要不可欠な行政機能は確保する 

 3 -1  地方行政機関の職員･施設等の被災による機能の大幅な低下 

４ . 大規模自然災害発生後であっ ても 、生活・ 経済活動に必要最低限の情報通信、電気、ガス、

上下水道、 燃料、 交通ネッ ト ワーク 等を確保、 早期復旧すると と も に、 経済活動を 維持す

る 

 
4 -1  

長期にわたる事業活動及び情報通信、 エネルギー供給、 上下水道施設の停止によ る

地域経済・ 生活の混乱 

4 -2  地域交通ネッ ト ワーク が分断する 事態 

５ . 大規模自然災害発生後であっ ても 、 地域社会・ 経済が迅速かつ従前より 強靱な姿で復興で

き る条件を 整備する 

 

5 -1  
災害廃棄物処理の停滞や復旧活動を 担う 人材等の不足、 地域コ ミ ュ ニティ の崩壊等

により 復旧・ 復興が大幅に遅れる事態 

5 -2  市街地の拡大・ 外延化により 、 復旧・ 復興が大幅に遅れる事態 

5 -3  都市間の連携が図ら れておら ず、 他都市から 必要な支援を 得ら れない事態 

 5 -4  貴重な文化財や環境的資産の喪失等による 有形・ 無形の文化の衰退・ 喪失 
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５  取り 組むべき 施策分野と 推進方針 

強靭化に向けた推進施策分野と し て 、 個別分野・ 横断的分野を それぞれ４ 項目ずつ設定。    

※現行計画は、 個別分野４ 項目、 横断的分野２ 項目。  

区分 施策分野 推進方針 

１ 

個
別
分
野 

(1 )行政機能 ①業務継続 

②消防・ 救急 

③保健医療・ 福祉 

(2 )市民生活 ①住宅等建築物 

②情報 

③避難・ 避難生活 

(3 )産業・ 経済活動 ①農林業・ 集落 

②事業所 

③物流・ 流通 

④エネルギー 

(4 )都市機能・ イ ンフ ラ  ①道路・ 交通 

②海岸・ 河川・ 下水道（ 雨水） 施設 

③土砂災害対策施設 

④物流基盤 

⑤上水道・ 下水道（ 汚水）  

⑥災害廃棄物 

２ 

横
断
的
分
野 

(1 )老朽化・ 耐震対策   

(2 )コ ンパク ト シティ    

(3 )人材育成・ 防災教育   

(4 )官民連携・ 広域連携 ①官民連携 

②広域連携 
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１  個別分野（ 取り 組むべき 施策分野と 推進方針）  

施策分野 推進方針 

１ 個別分野 

( 1) 行政機能 

① 業務継続 

a 地域防災計画や業務継続計画等の不断の見直し 及び定着 

（ 地域防災計画・ 業務継続計画の見直し によ る 実効性の確保等）  

b 非常時の電源確保に関する検討 

（ 非常時電源確保の検討、 非常用電力の運用体制整備等）  

  災害ボラ ンティ アと の連携強化（ ⇒ 「 官民連携・ 広域連携」 へ）   

  都市間の連携強化（ ⇒「 官民連携・ 広域連携」 へ）  

  PPP/PFI の推進（ ⇒ 「 老朽化・ 耐震対策」 へ）  

  災害時に重要な役割を 果たす施設の耐震性強化 

（ ⇒ 「 老朽化・ 耐震対策」 へ）  

 

② 消防・ 救急 

a 消防力の強化 

（ 災害対応用車両の増強整備、 救助資機材の整備、 消防総合情報管理シ

ス テ ムの整備、 地域消防団の団員確保・ 施設・ 装備の充実等）  

 

③ 保健医療・ 福祉 

a 医療救護班の編成等 

（ 災害時における 医療救護班、 災害派遣医療チームの編成等）  

b 医薬品、 医療用資機材等の確保 

（ 災害時における 医薬品、 医療用資機材等の調達・ 配備体制の整備等） 

c 医療救護拠点の安全性の強化と 機能の確保 

（ 医療救護の活動拠点施設の災害特性に応じ た整備等）  

  市民への応急手当に関する知識・ 技能の普及 

（ ⇒ 「 人材育成・ 防災教育」 へ）  

  火葬場の広域的な協力体制の整備（ ⇒ 「 官民連携・ 広域連携」 へ）  

 

１ 個別分野 

( 2) 市民生活 

① 住宅等建築物 

a 住宅の耐震に関する 支援と 耐震改修の促進 

（ 住宅の耐震診断・ 耐震改修等に関する 支援、 緊急輸送道路に面し た耐

震不足の共同住宅に対する 耐震診断・ 耐震改修の普及・ 啓発等）  

b 特定建築物に対する耐震化の普及啓発 

（ 多く の市民が集ま る 集客施設及びそ の他の特定建築物に対する 耐震

化の普及・ 啓発）  

c ブロッ ク 塀や看板等工作物及び昇降機の災害防止等 

（ 工作物の倒壊や落下の防止対策、 昇降機等の安全対策等の指導啓発） 

d 空き 家対策の推進 

（ 空き 家の適正管理について 市民への啓発、 空き 家所有者等への指導） 

e 大規模盛土造成地や液状化被害に対する対策の実施 

（ 大規模盛土造成地について 調査し 、マ ッ プ を 公表する こ と で宅地の安

全性の見える 化を 行う ）  

（ 液状化被害を 最小限に抑え る 対策の実施について ， 建築主、 設計者、

施工者に指導・ 助言）  

 

② 情報 

a 緊急的な災害情報の伝達手段の確保 

（ J アラ ート 等によ る 自動同調シ ステ ムの整備・ 維持。 公共施設での緊

急地震速報の受信シス テ ム整備。Ｌ ア ラ ート の活用によ る マ スメ ディ

ア を 通じ た住民への災害情報の伝達）  
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b 多様な伝達体制の整備 

（ 多様な 伝達体制、 通信設備の充実。 通信機能維持のための非常時電源

の確保）  
c 民間の情報通信手段の確保 

（ 災害時優先電話の各、 緊急速報メ ールの運用、 通信事業者の設備の安

全化・ 伝送路の多重化、 非常通信経路の複線化等）  

  リ スク コ ミ ュ ニケーショ ンの促進（ ⇒ 「 人材育成・ 防災教育」 へ）  

 

③ 避難・ 避難生活 

a 災害の特性に応じ た避難拠点の確保 

（ 災害に応じ た避難拠点・ 避難路の確保と 周知。避難生活のための施設・

設備の整備）  

b ハザード マッ プ等を 活用し た警戒避難体制の強化 

（ ハザード マ ッ プ の作成・ 配布、 ホームページへの掲載等によ り 、 災害

リ ス ク について市民に周知）  

c 要配慮者への対応 

（ 避難行動要支援者支援精度の推進等）  

d 災害時の必要物資の備蓄と 隣接市町村と の連携 

（ 地域分散型備蓄の確保、 隣接市町村と 物資の相互融通等）  

  自主防災組織の育成と 防災行動力の向上（ ⇒ 「 人材育成・ 防災教育」

へ）  

  地域等における防災訓練活動の普及（ ⇒ 「 人材育成・ 防災教育」 へ）  

 

１ 個別分野 

( 3) 産業・ 経済

活動 

① 農林業・ 集落 

a 農地及び農業用施設の整備等の促進 

（ 排水機・ 排水樋門・ 排水路等の整備、 かんがい用ため池の改修等）  

b 保安林等の確保 

（ 保安林等の改良、 水源かん養機能・ 防災機能・ 生活環境保全機能を 併

せ持つ森林の造成・ 改良等）  

c 孤立するおそれのある集落での防災対策 

（ 集落毎の基本情報整備と 救助計画の策定促進、 集落機能の維持・ 安全

確保等に必要な施設・ 資機材の整備・ 調達計画の策定等）  

 

② 事業所 

a 事業継続計画（ BCP） の策定促進 

（ 市内中小企業者を 対象にＢ Ｃ Ｐ 策定の周知・ 啓発）  

  災害時の民間事業所と の協力協定の締結（ ⇒ 「 官民連携・ 広域連携」

へ）  

 

③ 物流・ 流通 

a 土砂災害等の発生に備えた計画の作成 

（ 土砂災害等に伴う 道路閉塞に備え、輸送手段の確保等について 事前に

計画作成）  

  備蓄の調達等に関する協定の締結（ ⇒ 「 官民連携・ 広域連携」 へ）  

 

④ エネルギー 

a エネルギー施設等の災害防止対策の推進 

（ エ ネルギー施設等の災害防止対策の推進、 電気・ ガス 等について管路

の耐震化促進等）  

b 災害時に自立エネルギー源と なる 再生可能エネルギー等の普及促進 

（ 公有地や農業用水路での小水力発電の導入、 太陽光発電の導入支援、

再生可能エ ネルギーによ る 災害時のエ ネルギー源の確保等）  
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１ 個別分野 

( 4) 都市機能・

イ ン フ ラ  

① 道路・ 交通 

a 災害時の交通ネッ ト ワーク と なる 幹線道路の整備 

（ 地域高規格道路やミ ッ シ ン グリ ン ク と な っ て いる 都市計画道路等の

整備促進）  

b 道路等の適正な維持管理、 老朽化対策及び耐震性の強化 

（ I CT 等の活用等によ る 道路・ 橋梁等の適正な維持管理、 緊急通行確保

路線等の重要路線の優先的耐震性強化等）  

c 雪害に配慮し た道路・ 交通環境の整備 

（ 堆雪帯の整備や消雪歩道な ど 、冬期間の交通環境の改善に配慮し た整

備を 推進。 引き 続き 、 地下水位の観測を 行っ て いく ）  

（ 大雪時には、 バス 路線等の優先除雪等、 市民の移動手段を 確保する と

と も に、渋滞や混乱を 招かな いよ う 市民等に適切な 情報発信を 行う 。） 

d 災害時における移動手段の確保 

（ 交通事業者によ る 駅舎・ 停留場・ 線路等関連施設の耐震性の強化、 道

路閉塞回避のための幹線道路の無電柱化等）  

  緊急通行確保路線の連携体制の整備（ ⇒ 「 官民連携・ 広域連携」 へ）  

  都市構造の強靱化（ ⇒ 「 コ ンパク ト シティ 」 へ）  

  コ ン パク ト なまち づく り と 合わせた防災性の向上（ ⇒ 「 コ ン パク ト シ

ティ 」 へ）  

 

② 海岸・ 河川・ 下水道（ 雨水） 施設 

a 堤防等河川管理施設等の整備など洪水対策の推進 

（ 河川堤防・ 護岸の改修整備等、 水門等の自動化・ 遠隔操作化等）  

b 市街地等での内水対策 

（ 大規模な 雨水貯留施設の整備や既存下水道管の増径等によ る 浸水被

害の軽減・ 河川の水質保全）  

c 津波・ 地震に備える河川港湾施設の整備促進 

（ 河川・ 海岸・ 漁港施設等の整備、 耐震点検、 津波耐力の確保、 低地盤

地域の液状化対策等）  

  流域での総合的な雨水の流出抑制（ ⇒「 官民連携・ 広域連携」 へ）  

 

③ 土砂災害対策 

a 土砂災害の防止 

（ 崩壊危険地・ 崩壊地、 浸食さ れた渓流な ど の復旧・ 整備。 砂防事業、

地すべり 対策事業、 急傾斜地崩壊対策事業等によ る 整備を 県に要請） 

b 急傾斜地崩壊危険区域と 地すべり 防止区域への指定 

（ がけ崩れや地すべり のおそ れある 箇所について 、適切な区域指定を 県

に要請）  
 

④ 物流基盤 

a 救援物資の集積地の検討 

（ 大量の救援物資の受入可能な集積地を あら かじ め検討）  

b 航空輸送体制と 緊急交通路（ 富山港～富山空港） の整備促進・ 活用 

（ 富山港から の航空輸送体制・ 施設等の整備、神通川河川敷を 活用し た

緊急交通路（ 富山港～富山空港） の整備促進・ 活用）  

 

⑤ 上水道・ 下水道（ 汚水）  

a 耐震性の高い管路採用 

（ 耐震性の高い管路の新設・ 更新）  

b 災害時の給水の確保 

（ 応急復旧用資材の確保と 応急給水用資材の備蓄、上下水道局 BCP の見

直し ・ 訓練の継続的実施等）  
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c 下水道施設の機能の維持・ 回復 

（ 老朽化し た下水道施設の計画的・ 効率的更新、 BCP の見直し ・ 訓練の

継続的実施、 災害時の人員・ 資機材の確保等）  

 

⑥ 災害廃棄物 

a 災害廃棄物等の一時保管場所の選定や処理体制の整備 

（ 一時保管場所の候補地選定、 処理について県、 関係市町村・ 関係団体

等と の連携体制整備等）  

２  横断的分野（ 取り 組むべき 施策分野と 推進方針）  

施策分野 推進方針 

２ 横断的分野 

( 1) 老朽化・ 耐

震対策 

a PPP/PFI の推進 

（ 民間のノ ウハウ・ 資金の活用によ る 、 災害に強い公共施設の整備・ 更

新・ 効率的な 維持管理の推進）  

b 災害時に重要な役割を果たす施設の耐震性強化 

（ 市有施設の耐震改修、 建て 替え 、 地盤の液状化対策の推進等）  

c 住宅の耐震に関する支援と 耐震改修の促進［ 再掲］  

d 特定建築物に対する耐震化の普及啓発［ 再掲］  

e 道路等の適正な維持管理、 老朽化対策及び耐震性の強化［ 再掲］  

f  津波・ 地震に備える河川港湾施設の整備促進［ 再掲］  

g 耐震性の高い管路採用［ 再掲］  

 

２ 横断的分野 

( 2) コ ン パ ク

ト シティ  

a コ ンパク ト なまち づく り と 合わせた防災性の向上 

（ 公共交通を 活用し たコ ン パク ト なま ち づく り（ 土地利用誘導） と 合わ

せた地域防災力の向上）  

b 都市構造の強靱化 

（ 公共施設の立地適正化な ど 社会資本の再編によ る 都市全体の強靱化、

災害リ ス ク を 踏ま えた居住や都市機能の誘導）  

 

２ 横断的分野 

( 3) 人材育成・

防災教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 自主防災組織の育成と 防災行動力の向上 

（ 地域における 自主防災活動の育成・ 活動の促進、 防災士など 地域の防

災リ ーダーの育成支援等）  

b 地域等における防災訓練活動の普及 

（ 地域住民、 学校、 事業所等が主体と なっ た防災訓練活動の普及）  

c 市民への応急手当に関する知識・ 技能の普及 

（ 研修会や防災訓練を 通し て 、 応急手当に関する 知識・ 技能の普及）  

d 行政職員の育成 

（ 被災者の生活の迅速な復旧を 図る ため、多様な 災害対応業務を 円滑に

処理でき る 行政職員の育成を 推進）  

e 防災意識の普及・ 啓発 

（ 学校教育・ 社会教育な ど 多様な 機会を 捉え て、 身近な災害リ スク に対

する 認知度の向上や防災に関する 知識の普及・ 啓発を 図る ）  

f  リ スク コ ミ ュ ニケーショ ンの促進 

（ 市民と 行政等によ る 相互的な 情報交換や意見交換の実施）  

g デジタ ル技術を 活用し た情報の迅速な収集・ 共有 

（ SNS 等のデジ タ ルコ ミ ュ ニケーシ ョ ン ツ ールの活用によ る 情報の迅

速な 収集・ 共有を 推進）  
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２ 横断的分野 

( 4) 官民連携・

広域連携 

①官民連携 

a 災害ボラ ンティ アと の連携強化 

（ 平常時から ボラ ン テ ィ ア 関係団体等と の連携強化等）  

b 災害時の民間事業所と の協力協定の締結 

（「 富山市災害時等協力事業所登録制度」 の推進）  

c 備蓄の調達等に関する協定の締結 

（ 公的備蓄と 併せ、 流通備蓄の検討や物流等の関係団体と 物資調達・ 輸

送等に関する 協定締結）  

d 緊急通行確保路線の連携体制の整備 

（ 発災後の道路の障害物除去によ る 道路警戒、 応急復旧等に必要な 人

員、 資機材等の確保について 建設関係団体等と の協定締結）  

e 医師会、 薬業・ 医薬品関係団体等と の連携体制 

（ 医療救護における 公的病院・ 医師会等の協力体制、 医薬品・ 医療用

資機材等の調達における 薬業、医薬品関係団体等の協力体制の整備） 

 

②広域連携 

a 都市間の連携強化 
（ 災害時の相互応援協定や平常時から の都市間交流協定の締結、独自条

例に基づいた迅速な被災地支援体制の整備等）  

b 火葬場の広域的な協力体制の整備 

（ 災害等で 火葬場の使用が困難と な る こ と や対処能力不足と な っ た 場

合に対応でき る よ う 、 県等と 連携し 広域的な協力体制を 整備）  

c 流域での総合的な雨水の浸水対策 

（ 農地で の雨水貯留機能の確保や民間開発地の雨水調整池の設置な ど 、

多様な手法を 組合せつつ、官民連携によ る 流域治水の視点を 取り 入れ

た雨水浸水対策を 推進）  
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６  計画の推進と 見直し  

■推進体制 

取組の進捗状況を 各主体（ 市、 国・ 県・ 民間等） 間で共有し ながら 、 相互に連携し て進める。 

■計画の見直し  

国の基本計画、 県の地域計画、 本市の総合計画と の整合・ 調和を 図る趣旨から 概ね５ 年ごと に

見直し を 行う 。  

■計画の進捗管理 

本計画の進捗管理は PD CA サイ ク ルにより 行う 。 取組の進捗状況は、 毎年度フ ォ ローアッ プ

を 行い、 本市のホームページなどを 通じ て公表する。  

 

７  成果指標（ KPI ）  

（ 各担当課と 調整）  

 

８  関連事業 

（ 一覧と し てまと める： 年度毎に更新）  

 

 

【 コ ラ ム】  行政・ 市民・ 民間事業者等の役割について 

強靱な国土づく り は、行政と 市民、民間事業者等が自助・ 共助・ 公助を 適切に組合せ、官（ 国、

県、 市） と 民（ 市民、 民間事業者等） が適切に連携及び役割分担を し て取り 組む必要がある。  

こ う し た中で市民は、 平常時から 防災に関する高い意識を 持ち 、 研修や防災訓練への参加

等を 通じ て地域の特性や課題を 理解し 、 いざと いう と き には地域ぐ るみで支え合いができ る

準備をし ておく こ と が大切である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 住宅の耐震化 

・ 防災意識の高揚 

・ 研修・ 訓練への参加 

・ 自主防災組織運営 

         等 

・ 事業施設等の耐震化 

・ 防災意識の高揚 

・ 研修・ 訓練の実施 

・ 緊急支援物資の調達・ 輸送 

           等 

・ 公共施設等の耐震・ 老朽化対策 

・ 災害情報の収集・ 分析・ 提供 

・ 防災教育・ 人材育成支援 

・ 救助・ 救援、 復旧・ 復興支援体制 

              等 

行 政

市 民 民間事業者等



資料２



見直し後の「富山県国土強靱化地域計画」の概要
第１章 計画策定の趣旨、位置付け
・富山県の強靱化を一層推進するため、国土強靱化基本法に基づく国土強靱化地域計画として策定（H28(2016).3.31）
・国土強靱化基本計画との調和を図りながら、富山県における今後の強靱化施策の指針となるもの（アンブレラ計画）
・計画期間は、2020年度から概ね５年間

第４章 計画策定に際して対象とするリスク（想定する大規模自然災害）
○県内：風水害（台風、大雨、波浪、地すべり）、降雪、地震・津波 ○県外：南海トラフ地震、首都直下地震

第２章 計画の基本的な考え方

○４つの基本目標

○基本的な方針
・ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせ、効果的に施策を推進
・自助、共助及び公助を適切に組み合わせ、官と民が適切に連携及び役割分担して取り組む

○富山県における国土強靱化の意義

○９つの「事前に備えるべき目標」

社会情勢の変化や直近災害から得られた知見を反映し、基本計画に盛り込まれた新たな視点を踏まえ、目標の一部を見直し

①直接死の防止 ②迅速な救助・救援、医療活動及び被災者等の健康・避難生活環境の確保 ③行政機能の確保 ④情報通信機能・情報サービスの確保
⑤地域経済活動の維持 ⑥ライフライン被害の最小化及び早期復旧 ⑦複合災害・二次災害の防止 ⑧迅速かつ強靱な復興 ⑨太平洋側の代替性確保 （本県独自の設定）

第３章 地域特性
（地形的特性、気象的特性、社会経済的特性）

第５章 脆弱性評価
○38の「起きてはならない最悪の事態」
・リスクシナリオとしての「起きてはならない最悪の事態」を設定
・「事前に備えるべき目標」の見直しに合わせ、
「起きてはならない最悪の事態」の一部を新設・組替

○脆弱性評価
・「起きてはならない最悪の事態」を回避するための施策の現状と課題を分析・評価し、対応方針を検討

第６章 推進方針
・脆弱性評価を踏まえ、「事前に備えるべき目標」を達成するための１０の施策分野ごとに、関連する重要業績指標（KPI）及び強靱化に関する推進方針を示す。

第７章 計画の推進
（推進方針の重点化、アクションプランの策定とPDCAサイクル、計画の見直し）

☆国基本計画に準拠して、「起きてはならない最悪の事態」を新設・組替 （カッコ内は対応する「事前に備えるべき目標」）

・暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生 （目標①）
・想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱 （目標②）
・防災インフラの長期間にわたる機能不全 （目標⑥）
・事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず、復興が大幅に遅れる事態 （目標⑧）
・国際的風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による県内経済等への甚大な影響 （目標⑧）

①富山県の強靱化を推進
陸・海・空の交通・物流ネットワークの強化、社会インフラの老朽化対策

②太平洋側のリダンダンシーの確保
北陸新幹線の整備促進、東海北陸自動車道の全線４車線化、伏木富山港の整備促進

①人命の保護 ②県及び社会の重要な機能の維持 ③県民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 ④迅速な復旧復興

避難生活支援、ICT技術の活用、復興への備え

＜個別施策分野＞ ①行政機能・防災教育分野 ②住環境分野 ③保健医療・福祉分野 ④産業分野 ⑤国土保全・交通物流分野
＜横断的分野＞ ⑥リスクコミュニケーション分野 ⑦人材育成分野 ⑧官民連携分野 ⑨老朽化対策分野 ⑩太平洋側のリダンダンシーの確保分野

目標を達成した指標や陳腐化した指標の削除、新たな指標の追加

☆新たな推進方針の追加
・国土強靱化地域計画策定の促進
・文化財建造物の耐震化及び防火
設備の充実
・北陸新幹線等の機能確保、早期
復旧に向けた取組み

など

資料３


